
-    - 1 

不服申立て事案答申第 241 号 

不服申立て事案諮問第 271 号 

件名： 土砂災害警戒区域等基礎調査業務委託報告書の利用不停止決定に関する件 

 

答        申 

 

１  審議会の結論 

愛知県知事（ 以下「 処分庁」 と いう 。） が、「 平成 30 年度土砂災害警戒区域等基

礎調査業務委託（ その 2）  特定地域 A地内始め 報告書 令和 2 年 3 月」 に含ま

れる 審査請求人に係る保有個人情報（ 以下「 本件保有個人情報」 と いう 。） の消去

を求めた保有個人情報利用停止請求につき 、 利用不停止と し た決定は妥当である 。 

 

２  審査請求の内容 

( 1)  審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は、個人情報の保護に関する法律（ 平成 15 年法律第 57 号。

以下「 法」 と いう 。） に基づき 審査請求人が令和 5 年 8 月 2 日付けで行っ た本件

保有個人情報の消去を 求める請求に対し 、 処分庁が同月 30 日付けで行っ た利用

不停止決定の取消し を 求めると いう も のである。  

( 2)  審査請求の理由 （ 略）  

 

３  処分庁の主張要旨 

  処分庁の弁明書における主張は、 おおむね次のと おり である。  

 ( 1)  利用停止請求の対象と なっ た保有個人情報について 

本件利用停止請求の対象と なっ た保有個人情報は、審査請求人の占有する土地

について、愛知県が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関す

る法律（ 平成 12 年法律第 57 号。 以下「 土砂災害防止法」 と いう 。） 第 4 条第 1

項の規定に基づく 急傾斜地の崩壊等のおそれがある土地に関する地形、 地質、 降

水等の状況及び土砂災害の発生のおそれがある 土地の利用の状況その他の事項

に関する 調査（ 以下「 基礎調査」 と いう 。） を 行っ た際の文書に含まれる個人情

報である。  

 ( 2)  本件保有個人情報の利用停止の要否について 

土砂災害防止法は、 第 5 条第 1 項において、 都道府県知事又はその命じ た者若

し く は委任し た者が、 基礎調査のためにやむを 得ない必要があると き は、 その必

要な限度において、 他人の占有する土地に立ち入るこ と を認めており 、 同条第 2

項及び第 3 項において、 あら かじ め通知するこ と が困難であると き を 除き 、 基礎
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調査のために他人の占有する土地に立ち入ろ う と する者は、その旨を当該土地の

占有者に対し て通知し 、 また宅地等に立ち入ろ う と する場合は、 その旨を当該土

地の占有者に告げなければなら ないこ と と なっ ている。  

審査請求人は、県が不当な立入調査を実行し たこ と に伴い入手し たも のである

旨を 主張し ているが、審査請求人が利用停止を求める本件保有個人情報は基礎調

査により 取得さ れたも のであり 、土砂災害防止法第 5 条第 1 項の規定に基づき 実

施さ れた土地の立入り に関し ては、あら かじ め土地の占有者である審査請求人に

対し 、 基礎調査についての説明を し 、 また日程について調整を行っ ているこ と か

ら 、 土砂災害防止法第 5 条第 2 項及び第 3 項の要件を 満たすも のである。 し たが

っ て、 本件保有個人情報は、 偽り その他不正の手段により 取得さ れたも のではな

い。  

また、 本件保有個人情報は、 その区域の土砂災害警戒区域等の指定根拠を 明確

にすると いう 利用目的の達成に必要な範囲で保有し 、 利用し ているも のである 。 

そし て、 本件保有個人情報は、 土砂災害防止法に基づき 、 土砂災害警戒区域等

の適正な管理のために利用さ れているも のであり 、違法又は不当な行為を助長し 、

又は誘発するおそれがある方法により 利用さ れているも のではない。  

し たがっ て、 法第 61 条第 2 項、 第 63 条、 第 64 条並びに第 69 条第 1 項及び第

2 項のいずれの規定にも 違反し ておら ず、法第 98 条第 1 項第 1 号に該当する事由

は認めら れないため、 本件利用停止請求は、 法第 100 条の「 当該利用停止請求に

理由があると 認めると き 」 に該当し ないこ と から 、 利用不停止決定を行っ たも の

である。  

 

４  審議会の判断 

 ( 1)  利用停止請求について 

法第 98 条第１ 項第１ 号は、 何人も 、 自己を 本人と する保有個人情報が、 法第

61 条第 2 項の規定に違反し て保有さ れていると き 、 法第 63 条の規定に違反し て

取り 扱われていると き 、法第 64 条の規定に違反し て取得さ れたも のであると き 、

又は法第 69 条第 1 項及び第 2 項の規定に違反し て利用さ れていると き は、 当該

保有個人情報の利用の停止又は消去（ 以下「 利用停止」 と いう 。） を 請求するこ

と ができ る旨を それぞれ規定し ている。  

そし て、 法第 100 条は、「 行政機関の長等は、 利用停止請求があっ た場合にお

いて、 当該利用停止請求に理由があると 認めると き は、 当該行政機関の長等の属

する 行政機関等における 個人情報の適正な取扱いを 確保する ために必要な限度

で、 当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止を し なければなら ない」 と

規定し ている。  

( 2)  本件利用停止請求について 
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   保有個人情報利用停止請求書の内容を基本と し て、審査請求書及び処分庁が作

成し た弁明書の内容も 踏まえると 、 本件保有個人情報は、 審査請求人の占有する

土地について、 愛知県が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止法第 4 条第 1

項の規定に基づく 基礎調査（ 以下「 本件基礎調査」 と いう 。） を 行っ た際の文書

に含まれる審査請求人に係る個人情報であると 解さ れる。  

本件利用停止請求は、 審査請求人が法第 98 条第 1 項第 1 号に該当すると し て

本件保有個人情報の消去を 求めるも のであると こ ろ 、 処分庁は、 利用不停止決定

を し ている。  

そこ で、 本件保有個人情報の利用停止の要否について以下検討する。  

( 3)  利用停止の要否について 

ア  不適正な取得の禁止について（ 法第 64 条）  

処分庁によれば、 本件保有個人情報は、 土砂災害防止法第 4 条第 1 項の規定

に基づく 基礎調査により 取得さ れたも のであり 、同法第 5 条第 1 項に基づき 実

施さ れた土地の立入り に関し ては、あら かじ め土地の占有者である審査請求人

に対し 、 基礎調査についての説明を し 、 日程についての調整を 行っ ており 、 同

法第 5 条第 2 項及び第 3 項の要件を 満たすも のであるこ と から 、適正に取得さ

れたも のであると のこ と である。  

当審議会において処分庁が提出し た資料を 確認し たと こ ろ 、本件基礎調査に

ついて、審査請求人に対し て事前に案内を し ている文書及び本件基礎調査前の

審査請求人と のやり 取り を記録し た文書があるこ と が認めら れる。 また、 審査

請求人の意見陳述によれば、本件基礎調査に審査請求人は立ち会っ ていたと の

こ と である。  

こ れら を 踏まえ当審議会で検討し たと こ ろ 、処分庁が本件保有個人情報を不

適正に取得し た事実は確認でき ず、処分庁の主張を覆すに足り る特段の事情も

認めら れない。  

し たがっ て、 本件保有個人情報が、 処分庁において法第 64 条の規定に違反

し て不適正に取得さ れたも のと は認めら れない。  

イ   保有の制限、 不適正な利用の禁止及び利用の制限について（ 法第 61 条第 2

項、 法第 63 条及び法第 69 条第 1 項及び第 2 項）  

処分庁によれば、 本件保有個人情報は、 土砂災害警戒区域等の指定根拠を 明

確にすると いう 利用目的の達成に必要な範囲で保有し ており 、当該利用目的以

外の目的のために利用し ているこ と はないと のこ と である。 また、 その利用に

ついても 土砂災害警戒区域等の適正な管理のために行われているも のであり 、

不適正な利用はさ れていないと のこ と である。  

こ れら を 踏まえ当審議会で検討し たと こ ろ 、 処分庁の説明に不自然、 不合理

な点はなく 、 処分庁の主張を覆すに足り る特段の事情も 認めら れない。  
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よっ て、 処分庁が本件保有個人情報を法第 61 条第 2 項の規定に違反し て保

有し ていると は認めら れず、 また、 法第 63 条の規定に違反し て不適正な利用

がさ れているも のと も 認めら れず、 さ ら に法第 69 条第 1 項及び第 2 項の規定

に違反し て利用目的以外の目的のために利用し ていると も 認めら れない。  

  ウ 以上のこ と から 、 本件利用停止請求について、 法第 100 条の「 利用停止請求

に理由があると 認めると き 」 に該当すると は認めら れない。  

 ( 3)  審査請求人のその他の主張について 

   審査請求人のその他の主張は、 当審議会の判断に影響を 及ぼすも のではない。 

 ( 4)  まと め  

   以上により 、「 １  審議会の結論」 のと おり 判断する。  
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（ 審議会の処理経過）  

年 月 日 内                        容 

5 . 1 0 . 1 9 諮問（ 弁明書の写し を 添付）  

5 . 1 1 .  6 処分庁から 反論書の写し を受理 

6 .  2 . 1 9 審査請求人から の主張書面を 受理 

6 .  6 . 1 1 審査請求人から の主張書面を 受理 

6 .  7 . 1 0 審査請求人から の主張書面を 受理 

6 .  7 . 2 9 審査請求人から の資料を受理 

6 .  8 . 1 9 

( 第 240 回審議会)  
処分庁の職員から 不開示理由等を 聴取 

同   日 審査請求人から の資料を受理 

同 日 審査請求人の意見陳述を実施 

同 日 審議 

6 .  9 . 3 0 

( 第 241 回審議会)  
審議 

6 . 1 0 . 2 9 答申 

 


